
　

　

H 27 ～ H

①

②

①

②

②
衛生用品の備蓄

数

①

②

従事職員数

7,000 7,000

1,781 1,781

0.1

人件費単価 千円 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

人 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1

千円 3,500 700 700700 700 700

1,781 1,781 1,781一般財源 千円 8,905

そ の 他 千円

起　　債 千円

県補助金 千円

1,081 1,081

C

の

財

源

内

訳

国補助金 千円

1,781 1,781

 直接事業費 A 千円 5,405 1,081 1,081 1,081

80 100

 総事業費 C（A+B） 千円 8,905 1,781 1,781 1,781

％ 100 20 40 60

％ 100 20 40 60 80 100

200

人 100 20 20 20 20 20

200 200

27年度

人 1,000 200200

28年度 29年度

（目標達成年度）

単位
全体計画

32年度以降

平成31年度・災害に備えて、備蓄食料・トイレ・毛布などを配備する。平成27年から31年度

までの5年計画により配備を行い、計画的に備蓄食料の入れ替え、また不足してい

る災害用品の配備を行う。

100%

 成果指標：目的の達成度を表す指標

（目標達成年度）

 事業の概要：具体的なやり方、手順、詳細を記入  活動指標：事務事業の活動量を表す指標

1,000人

・県が定める「災害時の物資備蓄等に関する基本指針」に基づき、災害発生時に必

要となる災害対策物資を整備する。

　→目標品目

　　毛布：1,000枚、ゕルフゔ化米：6,000食、ミネラルウォーター：9,000ℓ、

簡易トイレ

※ゕルフゔ化米及びミネラルウォーターは、5年毎に入れ替え、簡易トイレは10年

毎に入れ替えを実施

（活動指標数値） （指標積算根拠）

①
食料・飲料水・

毛布の備蓄数

205  項ｺｰﾄﾞ

 基本事業名称

286

 関連計画 地域防災計画 法令・条例規則等 災害対策基本法

 事務事業ｺｰﾄﾞ 2050107

年度

3

 政策名称

 施策名称

安全、便利、快適な生活環境づくり

 基本事業ｺｰﾄﾞ 20501  目ｺｰﾄﾞ 1

 施策ｺｰﾄﾞ

財務会計の位置付け

 政策ｺｰﾄﾞ 2  款ｺｰﾄﾞ 3

年度

福祉長寿課

課長名 峯脇　泉

平成平成

岡元　徹朗担当者

継続事業

災害用食料配備

目標達成率

災害用衛生用品

配備目標達成率

現在備蓄量÷

必要備蓄量

（成果指標名称） （成果指標数値）

100%
現在備蓄量÷

必要備蓄量

（指標積算根拠）

防災対策の充実

防災施設管理事業費

 （対象指標1） 21,175人（H26.11.1現在）

平成31年度

平成31年度100人

食料：6食／人

飲料水：3ℓ／人

毛布：1枚／人

排便用：1回／人

排便以外：15回／

人

 細目ｺｰﾄﾞ

31年度

内

訳

 人件費　B

26年度

 （対象指標2）

成果指標

平成31年度

課ｺｰﾄﾞ 110

26

～

205010702

27

平成

年度

課　名

活動指標

作成年度

（活動指標名称）

 事務事業名称

 対象：誰、何を対象にしているのか

総合計画の位置付け

 対象指標：対象の大きさを表す指標

 目的：何をしたいのか

30年度

評価対象事業名称

コード

記入日

 （対象2）

住民

H26.11.4

新規事業評価表【事前評価】

 （対象1）

安全を実現できる体制づくり

事業種類

事業期間
災害備品・備蓄品整備事業

計画（PLAN） 

実施（DO） 



　

 

● 次年度以降に計画を見直して実施する   事業内容を見直して事業を実施する

  ●

  次年度以降に類似事業と整理統合して実施する

 当分の間は実施しない

類似事業と整理統合して実施する

実施期間を見直して事業を実施する

 事業費を減額して事業を実施する

計画どおりに事業を実施する

 

・受益者負担は適正です

か。

・類似事業との整理統合

はできませんか。

1次 2次 3次

次年度以降に計画どおり実施する
事

業

の

方

向

性

1次 2次 3次

  

・事業の対象・目的は適

切ですか。

・町が税金を投入して行

う必要がありますか。

205010702ｺｰﾄﾞ

1

次

評

価

避難所での生活において、避難者の生命等が脅かされないように必要物資が供給できる体制を整備することは不可欠である。

災害対策基本法に規定される防災計画に基づき、災害対策については、町が主導的に行う事業である。

町民の安全を確保するためには必須の事業である。

・事業の緊急性・必要性

はありますか。

・事業を行わない場合の

影響はありますか。

・事業費を削減できませ

んか。（費用対効果）

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。

2次評価

3次評価

住民等の意見

町 の 対 応

災害が発生してからは備蓄品等を運搬できない可能性があり、最低限の配備を計画的に実施するよう関係課と連携して協議する

こと。また、消費期限のあるものについては、廃棄することのないよう、例えば地域の防災訓練において有効に利用できるよう

適正に管理する必要がある。地域防災力を強化するための整備計画及び訓練計画等を策定すること。

  

 

 

特定の市町の被害が大きい災害時でも、備蓄を融通しあう体制をとるため、長崎県の基本方針に基づき、人口の5％の3日分が最

低限必要な備蓄量である。

分配など公平に行われるべきものであるため、費用負担によって偏りを設けるものでない。

類似事業はない。

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容評価項目

災害対策基本法において、住民自らが非常用持出品の備蓄をすることが責務とされたことに基づき、町も非常用持出品を持ち出

せなかった避難者等のための食糧等、必要な物資を一定量備蓄・確保することが求められている。

評価（CHECK） 


